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平成 22 年６月７日 

 

各  位 

会社名  インスパイアー株式会社 

代表者氏名  代表取締役社長  駒澤 孝次 

（コード番号：２７２４ 大証ヘラクレスＧ） 

問合せ先  経営企画室 室長 本多 隆 

電話番号  ０３－５４１８－４８１１ 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成22年６月25日開催予定の第

19期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 定款変更の理由 

（1）本店所在地の変更(第３条) 

当社は、平成 22 年９月末日の東京都港区所在の本社事務所の賃貸借契約の満了に伴い移転す

ることを予定しておりますので、当社定款第３条の本社所在地に関する規定を、現行の東京

都港区から東京都中央区に変更するとともに、当該変更の効力日を平成 22 年 10 月 1 日とす

るため当社定款附則第１条に所要の規定を設けるものであります。 

（2）発行可能株式総数の変更(第６条) 

将来の機動的な資本政策のため、会社法第 113 条第３項の規定に基づき、現行定款第６条の

発行可能株式総数を現行の257,000株から620,000株に変更するものであります。 

 

２． 定款変更の内容 

現行定款と変更後の定款案とを対照すると、次のとおりになります。下線部分が変更部分であり

ます。 

   

現  行  定  款 変  更  案 

第１章 総  則 

（本店の所在地） 

第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 

第１章 総  則 

（本店の所在地） 

第 3 条 当会社は、本店を東京都中央区に置

く。 



 

２ 

現  行  定  款 変  更  案 

第２章 株 式 

（発行可能株式総数） 

第6条 当会社の発行可能株式総数は、 

２５７，０００株とする。 

第２章 株 式 

（発行可能株式総数） 

第6条 当会社の発行可能株式総数は、 

６２０，０００株とする。 

（新  設） 附  則 

第1条 

本則第３条の変更は、平成22年 10 月 1日から効

力を生ずるものとし、同日をもって附則本条を削

除するものとする。 

 

３． 日程 

変更のための株主総会開催日  平成22年６月25日 

変更の効力発生日   平成22年６月25日 

 

以  上 


